
震災関連死に関する検討会の開催について（開催要綱（案 ））

１ 趣旨

東日本大震災における震災関連死について、その原因を把握するとともに、講ずべ

き対応策等について検討するため、関係府省を構成員とする検討会を開催する。

２ 構成員

座長 復興副大臣兼内閣府副大臣

内閣府大臣政務官兼復興大臣政務官

内閣府大臣政務官

厚生労働大臣政務官

内閣総理大臣補佐官

復興庁統括官

内閣官房内閣審議官（社会的包摂推進室長）

内閣府政策統括官（経済財政運営担当）

内閣府政策統括官（防災担当）

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）

内閣府原子力被災者生活支援チーム審議官

警察庁刑事局長

消防庁次長

文部科学省大臣官房政策評価審議官

厚生労働省大臣官房審議官

原子力安全・保安院首席統括安全審査官

国土交通省住宅局長

※ 構成員は座長の指名により追加することがある。

３ 検討事項

・ 原因の把握の方法・内容

・ 原因の分析

・ 原因ごとの対応策（今後の対応策、今後の災害への対応策）

４ 議事の公開について

議事は公開とする。ただし、座長が必要と認める場合は、非公開とする。

５ 事務局

関係府省の協力を得て復興庁が担当する。
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